
Ⅰ はじめに

 

１  調査の目的 

   都内中小企業の賃金等の実態を明らかにし、労政行政施策上の基礎資料とするとともに、中小企業におけ

る労働条件の改善及び健全な労使関係の確立に資することを目的とする。 

 

２  調査時点 

   平成25年7月31日現在 

 

３  調査の対象・方法 

   平成21年経済センサス基礎調査結果に基づく名簿データから下表の基準によって層別抽出した都内3,500

 

区分 

産業 

区分 

産業 

建設業 

製造業 

情報通信業 

運輸業，郵便業 

卸売業，小売業 

金融業，保険業 

 

30～299人 

30～299人 

30～299人 

30～299人 

10～ 99人 

30～299人 

不動産業，物品賃貸業 

学術研究，専門・技術サービス業 

宿泊業，飲食サービス業 

生活関連サービス業，娯楽業 

教育，学習支援業（学校教育を除く） 

医療，福祉 

サービス業（他に分類されないもの） 

30～299人 

10～ 99人 

10～ 99人 

10～ 99人 

10～ 99人 

10～ 99人 

10～ 99人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 調査項目 

 

 

 

都内で働く 
抽出割合 記入する労働者の選び方 

  1～ 29人 1/1 全員記入 

 30～ 99人 1/2 2人目ごとに記入 

100～199人 1/3 3人目ごとに記入 

200～299人 1/4 4人目ごとに記入 

社に調査票を郵送し、自計式により記入・返送を依頼した。 

従業員数 

初任給、平成25年7月1か月の賃金、平成24年の年間給与支払額、賃金制度、モデル賃金、賞与・諸手

当、週休2日制、労働時間、休日・休暇 

常用労働者数 
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従業員数 

また、平均賃金、実在者賃金算出のための労働者については、都内で働く常用労働者数に応じて下表の基

準により、賃金台帳からの等間隔無作為抽出による記入を求めた。 



５ 賃金の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 本 給 

年 齢 給 

職 能 給 

職 務 給 

 

家 族 手 当 

住 宅 手 当 

食 事 手 当 

物 価 手 当 

 

通 勤 手 当 

役 付 手 当 

特殊勤務手当 

 

 

技 能 手 当 

精 勤 手 当 

生 産 手 当 

個人能率給 

現金給与額 
所定時間外

賃   金

臨時給与－夏季・年末一時金 

定例給与 

所定時間内

賃   金

基本給部門 

生活補助給部門 

その他の部門 

業績給部門 

（変動部門）

（固定部門）

超過勤務手当 

休日出勤手当 

宿日直手当等 

６ 本調査が対象とする労働者について 

（１）常用労働者の定義 

調査対象企業において直接雇用される労働者のうち、嘱託・再雇用、臨時工、パートタイマー、病欠者、休

職者を除く全従業員を指す。 

本調査において、平均賃金・実在者賃金の算出に使用している個人調査票の記入対象は、常用労働者となっ

ている。 

 

（２）常用労働者の分類 

ア 役付者 
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他の従業員に指揮命令をする地位にある者。目安として、係長又は同等以上の労働者をいう（役員は除く

が一般労働者と同じ賃金規定の適用を受ける兼務役員を含む）。 
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イ 役付者を除く常用労働者 

①一般労働者（役付者以外の正社員） 

②契約社員（正社員と同じ労働時間・日数であるが、有期契約など、正社員と異なる雇用形態で働いて

いる者） 

ウ 常用労働者以外の労働者 

① パート・アルバイト  正社員に比べて、労働時間又は労働日数が少ない者。 

② 嘱託・再雇用     正社員としては一度退職し、正社員以外の形で再雇用されている者。 

③ その他の労働者    臨時工、病欠者、休職者など、上記以外の者。 

 

（３）職種分類について 

  本調査では、常用労働者を下記の職種に分類している。 

ア 営業販売系労働者 

 営業、販売等に従事する労働者をいう。 

イ 事務系労働者 

 一般事務、会計事務、営業事務・販売事務等に従事する労働者をいう。 

ウ 技術系労働者 

 機械技術、電気技術、情報処理技術、その他の技術に従事する労働者をいう。 

エ 生産系労働者 

 生産・作業、運転・運搬等に従事する労働者をいう。 

 

７ 本調査の調査項目について 

（１）平成25年7月1か月の賃金 

 平成25年6月の給与締切日の翌日から平成25年7月の給与締切日までの1か月間分として支払われた現

金給与額をいい、税、社会保険料を控除する前の金額である。 

具体的には、前ページの表の「定例給与」の範囲であり、臨時に支給した賃金や賞与は含まない。 

なお、通勤手当については、6か月分などの一括支給の場合でも、1か月分のみを算入している。 

 

（２）所定時間内賃金 

就業規則や労働協約などで決まっている所定労働時間に対して支払われる賃金をいう。 

 

（３）所定時間外賃金 

早出、残業、休日出勤など所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金をいう。 

 

（４）平成24年年間給与支払額 

平成24年1年間を継続勤務した労働者に支払われた年間給与支払額をいい、源泉徴収票の「支払金額」の

欄と一致する。所定時間外賃金や賞与等も含まれるが、非課税である通勤手当は含まれない。 

 

（５）初任給 

モデル賃金の回答を求める際に、各学歴の始めの賃金額を初任給として回答を求めた。従って初任給額及

び集計企業数は、モデル賃金における各学歴の最初の所定時間内賃金及び集計企業数に一致する。 



（６）モデル賃金 

モデル賃金とは、学校を卒業してすぐに入社した者が普通の能力と成績で勤務した場合に、当該企業の賃

金規定及び昇給事情のもとで、通勤手当を除く所定時間内賃金の固定部分が、勤続年数に応じてどのように

上昇するかを算出したものをいう。 

本調査では、モデル条件に合致する者がいない場合には、賃金規定や給与表などによってモデル条件に最

も近い者を参考に、モデル年齢の者がいると想定して回答を求めた。 

 

（７）定期昇給 

 毎年一定の時期を定めて賃金を増額する規定が就業規則などにあり、それに基づいて主として年齢の上昇

に合わせて実施される昇給をいう。 

 

（８）ベースアップ 

 賃金表の改定等により、従業員の賃金水準を一律に引き上げることをいう。 

 

（９）実労働日数 

   平成25年7月の1か月間に実際に労務に従事した日数をいい、有給休暇を含まない。 

 

（10）所定内実労働時間 

平成25年7月の1か月間に実際に労務に従事した時間のうち、所定労働時間内にあたる時間をいう。 

 

（11）所定外実労働時間 

平成25年7月の1か月間に実際に労務に従事した時間のうち、所定労働時間外にあたる時間をいう。 

 

（12）1か月単位の変形労働時間制 

1か月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、

特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度 

 

（13）1年単位の変形労働時間制 

 1か月を超え1年以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以下の範囲内におい

て、特定の日又は週に、法定労働時間を超えて一定の限度で労働させることができる制度 

 

（14）フレックスタイム制 

 1 か月以内の一定期間（清算期間）の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及

び終業の時刻を自主的に決定して働く制度 

 

（15）1週間単位の非定型的変形労働時間制  

 規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的

に定めることができる制度 
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（16）事業場外労働のみなし労働時間制 

 労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間労働したものとみなすこ

とができる制度  

 

（17）裁量労働制 

 業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などに関して使用者が具体的な指示をしない場合に、実際

の労働時間数とは関係なく、労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度で、次の2種類

がある。 

ア 専門業務型裁量労働制 

   デザイナー、システムエンジニアなど専門的な19の業務に就く労働者が対象 

イ 企画業務型裁量労働制 

   事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者が対象 

 

（18）生理休暇 

 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときには、その者を就業させてはならない。 

 

（19）産前産後休業 

 産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業

させてならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経た

女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えない。 

 

（20）育児休業 

 原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業。労働者からの申し出により、子が1歳に達する

日の前日までの期間で、1人の子につき原則1回取得することができる。 

 

（21）介護休業 

 2 週間以上にわたって常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業。対象家族が常時介護

を必要とする状態に至るごとに１回取得でき、介護休業の期間は、対象家族1人につき通算93日まで。 

 

（22）子の看護休暇 

 小学校就学前の子を養育する労働者は、病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるた

め、1年に5日（子２人以上の場合は10日）まで、休暇を取得できる。 

 

（23）家族の介護休暇 

 要介護状態にある家族を介護する労働者は、1年に5日（対象家族が２人以上の場合は10日）まで、休暇

を取得できる。 

 

集計方法と集計企業数 
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８

回答を得た983社（回収率28％）のうち、13社を記入不備のため除外し、970社（有効回収率27.7％）

について電算集計委託により行った。 



調査結果利用上の注意 

（１）本調査における実在者賃金とモデル賃金には通勤手当は含まれていない。従って、平均賃金との比較の際

には通勤手当相当額を考慮する必要がある。 

（２）集計数が4件以下のデータについては集計表中「x」としてあるが、この数値は合計データの中には含まれ

ている。 

（３）集計表中の「－」は、調査項目に該当しないか、あるいは集計数が得られなかったものである。 

（４）年齢・勤続年数については、6か月未満は0年、6か月以上1年未満は1年とした。 
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９

（５）この調査結果における構成比百分率等は、四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。 

（６）「労働有」と「労働無」の企業数を合計しても「調査産業計」の企業数には一致しない場合がある（「計」 

には「無回答」の企業が含まれる場合があるため）。 



－ 7 －



－ 8 －



－ 9 －



－ 10 －



－ 11 －



－ 12 －




